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１．みどりの基本計画と生きものつながる世田谷プラン
 みどり33推進担当部では、「みどりの基本計画」（平成30年度策定）と「生きものつながる世田谷プラ
ン」（平成29年度）に基づき、都市の持続性を確保する（ＳＤＧｓの実現）ための基礎的な土台となる
みどりの保全創出と生物多様性の保全に取り組んでいる。

 区政100周年となる2032年に、みどり率33％と区民満足度33％の⾧期目標を掲げている。

みどり率

みどり満足度

〇せたがやみどり３３の目標〇ＳＤＧｓにおけるみどりの概念
人間が持続可能な経

済活動や社会活動を営
む前提として「環境」
があり、緑を含む自然
環境はその一部となり
ます。右の図は、この
概念をわかりやすく示
したもので、木の根に
近い順から環境、社会、
経済の３層構造を枝で
表し、木を支える幹は
ガバナンスを表してい
ます。

環境白書より抜粋
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２．みどりの基本計画におけるグリーンインフラの位置づけ
 「みどりの基本計画」では、みどりがもつ多様な機能を10に整理し、みどりをまちづくりに欠かせない
社会基盤（グリーンインフラ）であるとしている。

 みどりやみどりの空間は、災害時には、延焼遅延効果や避難場所、救援活動拠点、水害の防止や緩和、
消防水利など多様な機能を発揮する。さらにヒートアイランド現象や騒音の緩和など、環境改善の効果
も期待できる。

〇みどりの持つ多様な機能
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３－１．グリーンインフラ促進の主な取組み① 公園整備

みどりの拠点となる公園を整備するとともに、公園の新設、改修の際には、グリーン
インフラ施設として、雨水貯留、浸透施設などを導入する。

〇公園の開設実績 〇公園におけるグリーンインフラ施設の導入実績

• 公園緑地の整備実績は、平成30年時点で、548か所、
266.10haで、1人当たり面積は2.97㎡。

• 着実に公園整備を進めているが、人口増加などもあ
り、公園条例に定める1人当たり6㎡には届いてい
ない。
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３－２．グリーンインフラ促進の主な取組み② 民有地のみどり創出

世田谷区の7割を占める民有地におけるみどり創出を図る。
花とみどりの街づくりの推進（緑化助成など）
緑化指導・誘導の推進（緑化地域制度、みどりの計画書制度など）

建築行為等に伴う緑化

１坪程度の小さな
みどりの創出

シンボルツリー

〇シンボルツリーの助成実績
約1000本（平成23年～）
1本あたり3㎡換算で3,000㎡の緑化
（※CO2吸収量4.3t-co2/年）
令和2年度からは、雨水タンク設置助成
とのコラボ助成を開始

〇生垣の助成実績
延⾧約10,000ｍ（昭和62年～）
1ｍあたり0.2㎡換算で約2,000㎡の緑化
（※CO2吸収量2.9t-co2/年）

花壇

〇建築行為等に伴う緑化実績（対象は敷地面積150㎡以上）
（平成26年度～）
・緑化面積:67.6ヘクタール
（※CO2吸収量976.8t-co2/年）
・植樹本数:97万4千本

５

〇１坪みどりの普及促進

※ＣＯ２吸収量の算定については、国土交通省「低炭素まちづくり計画作成マ
ニュアル別冊」にある民有地における緑地の保全におけるＣＯ２換算手法による。



３－３．グリーンインフラ促進の主な取組み③ 民有地のみどり保全

地域の歴史を伝える社寺林・屋敷林をはじめとするまとまりのある民有地のみどりを
保全するため、所有者が保有し続けることができる支援に取り組む。
社寺林・屋敷林などの保全（特別緑地保全地区、市民緑地、特別保護区など）
民有地の身近な緑の保全（保存樹木の指定、移植の支援、名木百選など）

樹林地の保全
特別緑地保全地区（6か所）、特別保護

区（4か所）、市民緑地（14か所）など
の諸制度の活用や制度の周知機会の拡充

国分寺崖線に残る、成城みつ池特別緑地保全地区、
成城四丁目十一山市民緑地などのみどり

樹木の保護・保全
• 保存樹林地 79か所
• 小樹林地 16か所
• 保存樹木 1,839本
• 保存樹木（並木） 22か所
（支援内容）
• 枯れ枝除去や簡易な剪定
• 緊急手入れ
• 病気や腐食が発生した際などの助言
• 樹木の診断

６



３－４．グリーンインフラ促進の主な取組み④ 生物多様性の保全

生きものつながる世田谷プランに掲げる将来像の実現のため、施策を体系づけて取組
みを進める。
緑地の保全（国分寺崖線、景観、河川・水辺、農地、民有地・公共用地など）
生き物のネットワークづくり（河川水辺、公園緑地、民有地・公共用地など）
連携（国や関係自治体）と区民活動の活性化
普及啓発や体験・学習の場づくり、人材育成 など

〇生きもの拠点づくりプロジェクト

生きものネットワークのイメージ

〇ちょこっと空間プロジェクト

生きものネットワークづくり
の取組み
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４．グリーンインフラ促進の課題

課題① 効果の見える化
グリーンインフラ施設等の導入効果について、施策効果を高めるた

め、数値等による効果の見える化を図る必要がある。

課題② 区民・職員のマインドセット構築
ナッジや施策評価との連結、身近なモデル事例の創出などにより、

区民・職員がグリーンインフラを自分事として考えていく意識変革が
必要である。
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グリーンインフラの視点を
取り入れた豪雨対策について

令和３年１０月２１日

土木部
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１．世田谷区の豪雨対策



２．流域対策の効果と目標

（１）効果
河川・下水道等への雨水流出抑制（流入負荷軽減）

（２）目標
時間75ミリ（野川流域は時間65ミリ）の降雨に対して、

「流域対策」において、令和19年度までに時間10ミリ降雨
（70.6万㎥）以上の雨水流出抑制を目指す。

グリーンインフラの視点を引き続き取り入れながら、
「流域対策」を強化するなど豪雨対策を推進する。



３．グリーンインフラ（雨水貯留・浸透）施設の整備実績



４．雨水浸透施設、雨水タンクの設置効果について



１．これまでの対応 ’
•

◇ 緑化 ◇ 地下水涵養 ◇ 雨水利用
・地上部緑化 ・雨水流出抑制施設（浸透施設・貯留施設）の設置 ・雨水貯留施設の設置
・屋上緑化 具体的には、透水性舗装・透水ますの設置 etc. 具体的には、雨水貯留による
・壁面緑化 etc. トイレ等での中水利用 etc.

公共建築におけるグリーンインフラへの対応

３．課題と今後の取り組み ‘

◇ グリーンインフラの視点を踏まえた計画の推進
◇ 建物用途・規模に応じた手法の検討、費用対効果の検証
◇ 適正かつ継続的に保全するための維持管理者の育成
◇ 普及促進のための区民・利用者への周知のあり方の検討

２．うめとぴあでの試み ‘

段丘緑化と水のシステム「グリーンインフラ；梅ヶ丘モデル」
① 丘を流れる水による治水・冷却効果
② 段状の樹木群による外皮性能の向上
③ 自然通風・換気による消費エネルギーの低減

具体的には、
① 各階バルコニーに植栽帯を設置し、保水性の高い

土壌を採用
② 新たに開発した保水性竪樋（ジャカゴ樋）の設置
③ 北側斜面地からの伏流水を活用したレインガーデン

の設置
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1

世田谷区本庁舎等整備 グリーンインフラへの取組み

■現状
・現在の庁舎には、雨水貯留施設は設置されていない。
（第三庁舎に雨水タンクが設置されているのみ）
・広場や屋上は、保水性能を有する仕様にはなっていない。
（植栽桝等は除く）
・降雨時には、屋上・屋根に降った雨は、建物の排水管に
流れ、広場に降った雨は、舗装の勾配に沿って敷地内の
排水管へ流れ、直接、公共下水道に流れる。

・第一庁舎周辺は、周辺の雨水排水経路の起点となっている。

■本庁舎等整備におけるミッション
・短時間に多量の雨を下水道に流さず、少しでも自然の循環システムに近づける
ため、雨水を地中に浸透させたり、一時的に貯留して徐々に敷地外に流す仕組み
が必要。

本庁舎等整備において、様々な手法により、できる限りの雨水貯留・浸透施設
を整備する。

【現庁舎 空中写真】

Imahashi101
フリーテキスト
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蒸発散効果により
ヒートアイランド抑制にも寄与

世田谷区本庁舎等整備 グリーンインフラへの取組み①

①雨水流出抑制施設等の設置
・建物・敷地で、雨水の土壌への浸透、一時貯留を行い、急激な雨水流出を抑制

・敷地全体で、１ヘクタール当たり、1,100㎥相当の雨水を貯留できる計画（基準600㎥）

敷地内に雨水を貯留するための手法
１ 敷地、屋上への樹木、草花の植栽（土壌への浸透）
２ 屋上緑化貯留システム（緑化基盤）
３ 浸透貯留土壌
４ 保水性舗装
５ 雨水流出抑制槽（建物地下ピット）
６ 雨水浸透トレンチ、雨水浸透桝

【雨水流出抑制屋上緑化システム】

雨水流出抑制槽



世田谷区本庁舎等整備 グリーンインフラへの取組み②

②緑化計画
・既存樹木については、安全上支障のあるものを除き、可能な限り保存する方針とし、地上部緑化、屋上緑
化を合わせ、敷地面積の約３５％を緑化し、断熱性能の向上、土壌による保水機能、憩いの空間を創出

・西棟屋上にはビオトープを設置し、生物に触れられる環境づくりを行う。

野趣のある季節の花・身のなる植栽で
地域の自然景観と多様な生き物の環境を形成

【芝生広場のイメージ】

【休憩コーナーのイメージ】

【草原のイメージ】

【ビオトープのイメージ】

東棟屋上 約1,150㎡

透水性平板舗装プロム
ナード・芝生広場・木
蔭のある休憩コーナー
で構成。
植栽は、地域の雑木林
の樹種で構成し、四季
折々の花や紅葉、緑樹
による緑空間を創出。

西棟屋上 約1,300㎡

世田谷の野草を主体
とした野趣のある草
原をイメージ。
草花等の地被類と低
木を主体として、ビ
オトープを配し、中
央を貫く自然観察路
で巡る草原とする。

既存のケヤキ並木
を延伸



世田谷区本庁舎等整備 工事における環境配慮の取組み

本庁舎等整備工事では、環境に配慮した施工上の取組みを進めている。

■ 工事における廃棄物処理について、リサイクル率97％
の達成を目指す。

←【解体したホール客席の椅子は、
布、金属、木材に分別し、リサイクルへ】

【エコステーションによる分別管理】

【再生可能エネルギーを活用し、
ZEB Ready相当の省エネ性能を

備える現場事務所】

【新庁舎運用時の
省エネ達成のための運用改善体制】

■ 現場事務所は、ZEB Ready相当（エネルギー消費量が
標準建物の0.5以下）で建設し、エネルギー削減を目指す。

■ 新庁舎完成後、施工者のサポートチームと連携し、
エネルギー使用量等に関する月次レポートの発行や、
運用改善を行い、運用段階でのZEB Orientedとして
の省エネ実現に向けて取り組む。

■ 現場事務所で使用する電力について、再生可能エネル
ギーによる電力を活用。
施工においては、ハイブリッド重機使用の推奨、電気
フォークリフト使用の推奨など、脱炭素化施工に挑戦。



 

令和３年１０月２１日 

環 境 政 策 部 

 

区におけるグリーンリカバリーの考え方について 

 

１ 主旨 

今般、新型コロナウイルス感染拡大からの景気復興にあたり、環境に配慮した回復をめざす

経済刺激策である「グリーンリカバリー」についての議論・政策が広がりを見せている。区に

おけるグリーンリカバリーの考え方について、以下のとおり案を整理した。 

 

２ 区における考え方（案） 

新型コロナウイルスの感染拡大による景気後退への対策として、環境を重視した施策の実施

を通して地域経済を活性化させ、雇用の創出・拡大につながる成果を引き出すことで、コロナ禍

以前とは異なる、持続可能な復興をめざす。（具体的に該当する事業として、環境配慮型住宅リ

ノベーション助成事業を指す。） 

 

 

【参考】 

グリーンリカバリー 

 新型コロナウイルスの感染拡大による景気後退への対策で、環境を重視した投資などを通し

て経済を浮上させようとする手法をさす。気候変動への対応や生物多様性の維持といった課題

の解決に重点的に資金を投じ、そこから雇用や業績の拡大で成果を引き出す。先進国を中心に各

国がグリーンリカバリーを意識した景気刺激策を相次いで打ち出している。 

出典 日経新聞：今日のことば 
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助成の
対象

外壁や窓、屋根の断熱改修、外壁改修工事、
太陽光発電システム、家庭用燃料電池の設置など

既存の住まいの省エネルギー化の推進
〜環境配慮型住宅リノベーション〜

- 1 -

交付実績

平成30年度

１７４件

令和元年度

１６８件

令和２年度

３６７件

令和３年度

２９３件※
※９月７日現在

高断熱窓
（二重窓、二重サッシ、複層ガラス）

亀裂、腐食等の
改修や塗装など

太陽光発電システム（パネル）

高反射率塗装屋根
太陽熱温水器
太陽熱ソ－ラーシステム太陽熱

高断熱浴槽浴槽

外壁・天井・床への
高性能な断熱材

断熱材

高効率給湯器給湯器

家庭用燃料電池（エネファーム）
燃料
電池

外壁

窓

太陽光

Imahashi101
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壁、天井、床、窓の断熱

環境配慮型住宅リノベーション
〜断熱・太陽熱のすゝめ〜

- 2 -

太陽熱利用システム
（ソーラーシステム・温水器） 太陽熱

集熱器
温水（温風）を製造

給湯 暖房等

・既存の窓に内窓（二重窓・
二重サッシ）を設置する。

・既存の窓ガラスをペアガラス
に変更する。

・外壁、天井、床に断熱性能が
高い建材による改修を行う。・冷暖房の使用が抑えられ、

省エネにつながる。
・ヒートショックや熱中症等、
温度差による健康リスクの
低減につながる。

太陽光発電システムと比べると、
・エネルギー変換効率が高い。
・設置が省スペース。
・価格が比較的安価。



環境配慮型住宅リノベーション
〜グリーンリカバリー〜

- 3 -

区

区民 事業者

事業者育成

施工

発注

申請

補助

×
環 境

環境に配慮した住宅の普及

経 済

地域経済の活性化

・区内事業者による施工が補助の要件。
・区内事業者への支援として経済効果が大きい。
・新型コロナウイルス感染拡大による景気後退

への対策として、雇用の維持、創出が期待で
きる。

補助額
約４０,０００千円

工事総額
約６００，０００千円

経済効果（令和２年度４月～２月の場合）

環境政策によるグリーンリカバリー


